
判断基準額の考え方（営繕系工事の場合）

現場管理費相当額の算定方法

1

判断基準額を下回った業者の取扱い
判断基準額を下回った業者（ここではＡ者）につ
いては、⼊札会場では「不落札」の宣⾔は⾏わず
に、低⼊札価格調査実施結果通知書に判断基準価
格未満での⼊札のため、契約の締結をしない旨を
記載し通知する。

3

2

機械設備工事及び電気設備工事については、当分
の間、「判断基準額」を設けない。 Ａ者 ア 営繕系工事のうち昇降機設備工事その他の製

  造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事
            … 直接工事費の20％
イ アを除く営繕工事  … 直接工事費の10％
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入札価格のすべてが調査基準価格以上の場合
調査は必要とせず、最低の価格で⼊札した業者を
落札者とする。

調査基準価格を下回る⾦額の入札があった場合
(1)調査を実施する場合、調査対象者は判断基準額
を上回り、調査基準価格を下回る価格で⼊札を
⾏った者全員（ここではＢ、Ｃ者）が調査対象と
なるも、最初は最も判断基準額に近い者（ここで
はＢ者）から調査書類等の提出を求める。
(2)最初の調査の結果で落札が決まれば（たとえば
Ｂ者の落札決定）、次順の業者（ここではＣ者）
は調査対象業者ではあるが、調査書類等の提出は
求めない。
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調査基準価格①

判 断 基 準 額

入札書比較価格
（税抜予定価格）

①の調査基準価格×0.98
※千円未満を切り捨てる

営繕系建築工事の場合

（直接工事費－現場管理

費相当額）の100％

＋共通仮設費の90％

＋（現場管理費＋現場管

理費相当額）の80％

＋一般管理費の70％
※１ 費目毎に所定の割合を乗

じたものは１円未満を切り捨

てる

※２ ※１で得られた値を合計

したものから千円未満を切り捨

てる

調査基準価格② ①の調査基準価格×0.65
※千円未満を切り捨てる

判 断 基 準 額
②の調査基準価格×0.98
※千円未満を切り捨てる


